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第１章 基本登録 

 

日医標準レセプトソフトで福岡県の公費を登録する為の事前準備について 

 

 公費付加情報の設定 

 

 

 

システム管理の医療機関－基本で県番号を判定し、福岡県（都道府県番号４０）であれば 

「Ｆ５ 公費付加」ボタンの押下を可能にしています。 

福岡県の公費については給付外の考え方が通常の保険番号マスタだけでは登録できないこ

とから、遷移した先の「公費付加情報設定画面」で情報を追加登録します。 
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公費付加情報の登録 

 

以下、久留米市と福岡市の障害者医療を例にした登録例です。 

 

 

 

項目の説明 

 

■選択番号 

 登録済みの公費付加情報を変更、削除する場合に選択入力します。 

 登録時は自動採番します。 

■都道府県番号 

 初期値は福岡県を表示します。（変更はしないでください） 

■市町村番号 

 該当公費情報がどの市町村の情報であるかを識別する為に使用します。（数字３桁） 

 この番号は患者の公費負担者番号（５桁目から長さ３桁）と同じになります。 
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■公費番号 

 保険番号マスタに登録済みの保険番号を入力します。 

■制度名 

 入力された公費番号から、保険番号マスタに登録されている制度名を表示します。 

 任意の制度名に変更入力することも可能です。 

■患者区分 

 ０：一般患者、老人患者 

 １：一般患者のみ 

 ２：老人患者のみ 

■患者負担区分 

 １：患者負担あり（初診、往診料相当） 

 ２：患者負担なし 

■レセプト請求 

 ０：社保、国保の両方に印刷 

 １：社保との併用に限り印刷 

 ２：国保との併用に限り印刷 

 ３：社保、国保とも印刷不可 

■食事療養費 

 現在は使用しません。 

 

■主保険区分、老人保険区分、患者負担区分、レセプト請求区分の設定例 

 

 久留米市の障害者医療（８０）の場合の設定例 

 公費番号 患者区分 患者負担区分 レセプト請求 

一般患者  １８０  一般 患者負担あり 国保との併用に限り印刷 

老人患者  １８０  老人 患者負担なし 社保、国保とも印刷不可 

 

久留米市の障害者医療については、老人患者については一般の患者と異なり、初診・往診

料相当額の自己負担が発生しない為、１つの公費番号に対し２つの情報設定を必要とする。 

福岡市のように一般の患者と老人患者で負担区分、レセプト請求区分が同一内容になる場

合であれば１件の登録で問題ありません。 

※ 市町村で患者負担が異なる場合がありますので、助成制度を確認の上登録を行ってくだ

さい。 
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患者登録における注意点について 

 

 

 

患者登録時に１点だけ気をつける部分があります。それは地方公費の負担者番号です。 

負担者番号の５桁目から市町村の特定を行っている為、この部分が未入力ですと公費付加

情報で設定した情報を取得することができなくなります。 

 

負担者番号 

 ８０ ４０ ００４ ７ 

 ↑   ↑  ↑  ↑ 

法別  県番 市町村 検証番号  

        番号 

 

公費付加情報が取得できない場合は、保険番号マスタの情報に従い患者負担金の計算を行 

うこととしていますが、その場合レセプトの給付外点数の表示等に不具合が発生します。 
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第２章 診療行為入力 

 

実際の計算例 

 

福岡県久留米市の障害者医療を例として診療行為を入力します。 

 

 

 

初診と処置（創傷処置１）の入力を行います。 

 

              ↓ 

            次ページに続く 
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計算結果 

 

 

 

患者請求額  ＝  初診料点数 × 点数単価  ×  政府管掌の患者負担割合 

 ７５０円     ２５０点    １０円        ３割 

 

 

計算時は次のルールに従って行います。 

１．初診料、往診料は公費の給付対象外として計算する。 

２．初診料については月の初回分のみ給付対象外とする。 

（月２回目以降の初診料は給付対象外としない） 

３．小児科外来診療料を算定している場合は、初診料相当分を給付外点数とする。 

小児科外来診療料を標榜している医療機関が育児栄養指導加算を行った場合は診療コ

ード「０９９１１４００１」（育児栄養指導加算のダミーコード）を入力することで、

該当点数を給付外点数として算定が可能です。 
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第３章 レセプト記載について 

 

レセプトの対応は日レセｖｅｒ１．１．３からの対応となります。 

給付外の対象点数は地方公費について行いますが地方老人（４１老人）については処理対

象外としています。地方老人の判定は保険番号マスタの法別番号に“４１”を設定するこ

とで可能としています。 

 

 

・県内分として取り扱う国保組合について 

以下に挙げる国保組合については県内扱いとなる為、レセプトに福岡県地方公費の 

印字を行う必要があります。 

「システム管理」－「１０３３ 県内扱い保険者情報」の設定画面で登録を行ってく 

ださい 

福岡県歯科医師（４０３０２２） 

福岡県医師（４０３０３０） 

福岡県薬剤師（４０３０４８） 

全国土木建築（１３３０３３） 

中央建設（１３３２６４） 

全国建設工事業（１３３２９８） 


